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（仮称）北名古屋清掃工場等建設事業について  

 

１  （仮称）北名古屋清掃工場建設事業  

⑴  事業概要  

町民が衛生的で安心、快適な都市生活を送るため、一部事務

組合である北名古屋衛生組合（構成団体：北名古屋市、豊山町）

が環境美化センターにおいて、ごみの処理を行ってきましたが、

施設の稼働から４０年弱が経過し、老朽化が著しく、新たなご

み処理施設整備が急務となっていました。  

その解決策として「第２次愛知県ごみ焼却処理広域化計画（平

成２１年３月）」に基づき、同じくごみ処理について課題を抱え

ている名古屋市と共同で、環境美化センターの敷地を拡張した

うえで、新たに清掃工場を建設することについての基本協定を

締結しました。  

（位置図）  
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⑵  主な経緯  

年度  内容  

平成２１年度  

○  （仮称）北名古屋清掃工場について基

本協定を締結  

【内容】  

愛知県、名古屋市、北名古屋市、豊

山町及び北名古屋衛生組合が広域化計

画に基づき、ごみ処理の広域化の推進

を図ることを目的とした北名古屋工場

の建設に向けて連携し、協力する基本

事項を定めたもの  

○  ごみ処理に関する協定を締結  

【内容】  

名古屋市、北名古屋市、豊山町及び

北名古屋衛生組合による、北名古屋工

場の建設に伴うごみ処理について基本

事項を定めたもの  

平成２２年度  

○  名古屋市で北名古屋市、豊山町のごみ

処理を開始。これに伴い環境美化セン

ターでのごみ処理を休止  

平成２４年度  

○  （仮称）北名古屋清掃工場建設等に関

する協定を締結  

【内容】  

愛知県、名古屋市、北名古屋市、豊

山町及び北名古屋衛生組合が 基本協定

書に定めるごみ処理の広域化の着実な

推進を図る上で、北名古屋工場の建設

等に際し役割分担及び費用負担を定め

たもの  
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平成２５年度  
○  北名古屋市が都市計画決定の告示及び

環境影響評価書の公告  

平成２７年度  

○  北名古屋衛生組合が環境美化センター

の解体工事着手  

○  名古屋市と（株）北名古屋クリーンシ

ステムとの間で、名古屋市北名古屋工

場（仮称）整備運営事業契約締結  

平成２８年度  

○  環境美化センターの解体工事完了  

○  土地使用貸借契約締結  

【内容】  

北名古屋衛生組合と名古屋市 が北名

古屋衛生組合所有の土地を、名古屋市

が実施する北名古屋工場（仮称）整備

運営事業の用に供するために土地使用

貸借契約（無償）を締結したもの  

○  （株）北名古屋クリーンシステムが建

築主となり、名古屋市北名古屋工場（仮

称）建設工事に着手  
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⑶  工事概要及び工程表  

工事概要  

事項  内容  

工事名称  名古屋市北名古屋工場（仮称）建設工事  

建設場所  愛知県北名古屋市二子四反地地内  

処理方式  シャフト炉式ガス化溶融炉  

処理能力  

○  可燃ごみ：６６０ｔ／日  

（３３０ｔ／日・炉×２炉）  

○  不燃ごみ・粗大ごみ：５０ｔ／５時間  

設計・建設期間  
平成２８年１月２２日  

～平成３２年６月３０日  

建築主  （株）北名古屋クリーンシステム  

設計・施工  
新日鉄住金エンジ・大林組・徳倉建設特

定建設工事共同企業体  

   工程表  

事項  H 2 8 年 度  H 2 9 年 度  H 3 0 年 度  H 3 1 年 度  H 3 2 年 度  

建築工事       

プラント工事       

外構工事       

試運転       

 

⑷  進捗状況  

 平成３２年７月供用開始を目標に平成２９年３月１４日より

工事着手し、これまで主に擁壁工事・杭工事・地盤改良工事・

山留工事・煙突工事を行いました。  

 現在は工場棟工事を進めています。平成３１年１月末の進捗

率は計画３７．９％に対して、実績３７．９％です。  
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  （完成予想図：北東側からの眺望）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  余熱利用施設（温水プール）建設運営事業  

⑴  事業概要  

本事業は、平成２６年８月二子自治会から「温水プールを作

ってほしい」との要望を受け、名古屋市、北名古屋市、豊山町

及び北名古屋衛生組合との協議の結果、北名古屋衛生組合が事

業主体となり、北名古屋清掃工場の余熱を利用した温水プール

の建設運営を行うことで合意し、平成２９年２月１６日に北名

古屋衛生組合と名古屋市との間で、余熱利用施設（温水プール）

建設運営事業の覚書を締結しました。  

 

⑵  余熱利用施設（温水プール）の概要  

平成２９年度に北名古屋衛生組合において、余熱利用施設（温

水プール）基本設計業務を行いました。その概要は次のとおり

です。  

事項  内容  

建設予定地  北名古屋市二子名師１３番地他８筆  

敷地面積  ５，５５４㎡  
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地権者数  ７名（うち北名古屋市１名）  

構造及び階数  鉄筋コンクリート造＋鉄骨造、２階  

建築面積  約２，３００㎡  

延床面積  約２，６００㎡  

主な施設  

２５ｍプール（練習用）・歩行者用プール  

学童用プール・幼児用プール・ジャグジー  

更衣室・シャワー室・管理室・便所・談話

室トレーニング室  

概算事業費  

約１０億円  

（ 負 担 割 合 ） 北名 古 屋 衛 生 組 合 ２ 割： 名 古 屋 市 ８

割  

 

⑶  今後の主な予定  

年度  内容  

平成３０年度  

温水プール実施設計・温水配管実施設計  

周辺市道実施設計  

事業認定申請  

平成３１年度  
用地取得  

温水配管工事・周辺市道工事  

平成３２年度  温水プール工事・周辺市道工事  

平成３３年度  
温水プール工事・周辺市道工事  

温水プール供用開始（秋頃）  

 


